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甲府市いじめ防止連携会議等設置条例 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 甲府市いじめ防止連携会議（第３条～第１１条） 

 第３章 甲府市いじめ問題対策委員会（第１２条～第２１条） 

 第４章 甲府市いじめ問題調査委員会（第２２条～第２７条） 

 第５章 雑則（第２８条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条  この条例は、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下

「法」という。）第１４条第１項及び第３項並びに第３０条第２項に規定する組

織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

   第２章 甲府市いじめ防止連携会議 

 （設置） 

第３条 法第１４条第１項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、甲府市い

じめ防止連携会議（以下「連携会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 



 

 

第４条 連携会議は、法第１４条第１項に規定するいじめの防止等に関係する機関

及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、当該関係機関及

び団体相互の連絡調整を図るものとする。 

（組織） 

第５条 連携会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 連携会議の委員（以下この章において「委員」という。）は、次に掲げる者の

うちから、甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱し、又は任

命する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 甲府市立の小学校及び中学校のＰＴＡを代表する者 

 ⑶ 甲府市立の小学校、中学校及び高等学校（以下「市立学校」という。）の教

職員を代表する者 

 ⑷ 関係行政機関の職員 

 ⑸ 市の職員 

 ⑹ 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

 （任期等） 

第６条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第７条 連携会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第８条 連携会議の会議（以下この章において「会議」という。）は、会長が招集

し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 



 

 

 （関係者の出席） 

第９条 連携会議は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出席を

求め、意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第１０条 連携会議の庶務は、教育委員会において処理する。 

 （運営） 

第１１条 この章に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長

が連携会議に諮って定める。 

   第３章 甲府市いじめ問題対策委員会 

 （設置） 

第１２条 法第１４条第３項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、甲府

市いじめ問題対策委員会（以下「対策委員会」という。）を置くことができる。 

 （所掌事務） 

第１３条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第１２条の規定により定

める甲府市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策その他教

育委員会が必要と認める事項について調査審議し、教育委員会に答申する。 

 （組織） 

第１４条 対策委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 対策委員会の委員（以下この章において「委員」という。）は、教育、法律、

医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから教育委員

会が委嘱し、又は任命する。 

 （任期） 

第１５条 委員の任期は、教育委員会が委嘱し、又は任命した日から諮問内容につ

いての調査審議が終了するまでの期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第１６条 対策委員会に、委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によりこ

れを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 



 

 

 （法第２８条第１項に規定する学校の設置者の下に設ける組織） 

第１７条 対策委員会は、法第２８条第１項に規定する市立学校の設置者の下に設

ける組織を兼ねる。 

 （権限等） 

第１８条 対策委員会は、法第２８条第１項に規定する調査に係る事務を行うため

に必要があると認めるときは、教育委員会又は当該調査に係る市立学校に対し報

告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めること、関係人に対し質問票

を用い、又は出席を求めて質問することその他必要な調査等（以下「報告の徴収

等」という。）を行うことができる。 

２ 対策委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員又は庶務をつか

さどる職員に、報告の徴収等を行わせることができる。 

３ 前項に規定する報告の徴収等を行う委員及び職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 （会議の一部非公開） 

第１９条 前条第１項に規定する調査に係る対策委員会の会議は、公開しない。 

 （守秘義務） 

第２０条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。 

 （準用） 

第２１条 第８条から第１１条までの規定は、対策委員会について準用する。この

場合において、第８条第１項及び第９条から第１１条までの規定中「連携会議」

とあるのは「対策委員会」と、第８条第１項及び第１１条中「会長」とあるの

は「委員長」と読み替えるものとする。 

   第４章 甲府市いじめ問題調査委員会 

 （設置） 

第２２条 法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、甲府市いじ

め問題調査委員会（以下「調査委員会」という。）を置くことができる。 

 （所掌事務） 



 

 

第２３条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第２８条第１項に規定する調査

の結果について調査審議し、市長に答申する。 

 （組織） 

第２４条 調査委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 調査委員会の委員（以下この章において「委員」という。）は、教育、法律、

医療、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が

委嘱し、又は任命する。 

 （任期） 

第２５条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から諮問内容についての

調査審議が終了するまでの期間とする。 

 （会議の非公開） 

第２６条 調査委員会の会議は、公開しない。 

 （準用） 

第２７条 第８条、第９条、第１１条、第１６条、第１８条及び第２０条の規定

は、調査委員会について準用する。この場合において、第８条第１項、第９条及

び第１１条中「連携会議」とあるのは「調査委員会」と、第８条第１項及び第 

 １１条中「会長」とあるのは「委員長」と、第１６条第１項及び第２項並びに第

１８条第１項及び第２項中「対策委員会」とあるのは「調査委員会」と、第１８

条第１項中「調査に係る事務」とあるのは「調査の結果についての調査（以下

「再調査」という。）に係る事務」と、「又は当該調査に係る市立学校」とある

のは「又は当該再調査に係る市立学校」と読み替えるものとする。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第２８条 この条例に定めるもののほか、第２章及び第３章の規定の施行に関し必

要な事項は教育委員会が、前章の規定の施行に関し必要な事項は市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （甲府市附属機関設置条例の一部改正） 

２ 甲府市附属機関設置条例（令和３年３月条例第２号）の一部を次のように改正



 

 

する。 

  別表第１中５の項を削り、６の項を５の項とする。 

 （甲府市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 前項の規定の施行の日前に置かれていた同項の規定による改正前の甲府市附属

機関設置条例別表第１の５の項に規定する甲府市いじめ防止連携会議（以下「旧

連携会議」という。）は、連携会議となり、同一性をもって存続するものとす

る。 

４ 附則第２項の規定の施行の際現に旧連携会議の委員に委嘱又は任命されている

者は、この条例の施行の日に第５条第２項の規定による委嘱又は任命をされた者

とみなし、その任期は、第６条第１項の規定にかかわらず、令和５年６月２９日

までとする。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年  

 １０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表中３６の３の項を３６の５の項とし、３６の２の項の次に次の２項を加え

る。 

３６の３ 甲府市いじめ問題対策委員会  日額 １２，０００円 

３６の４ 甲府市いじめ問題調査委員会  日額 １２，０００円 

 

 

 

 

 

提案理由 

 いじめ防止対策推進法に基づき、いじめの防止等に関係する附属機関等の設置に

関し必要な事項を定めるについては、この条例を制定する必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。 


